
 京都市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３０年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 京都市子ども・子育て支援法施行細則の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第２号中「特定教育・保育施設」の右に「（就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第１項の規定による認定を受

けた幼稚園及び同条第３項の規定による認定を受けた同項に規定する連携施設（以下

「幼稚園型認定こども園」という。）を除く。）」を加え，同項第３号及び第４号中「特

定教育・保育施設」の右に「（幼稚園型認定こども園を除く。）」を加え，同項第８号

中「別表第８」を「別表第１１」に改め，同号を同項第１１号とし，同項第７号中「別

表第７」を「別表第１０」に改め，同号を同項第１０号とし，同項第６号中「別表第

６」を「別表第９」に改め，同号を同項第９号とし，同項第５号中「別表第５」を「別

表第８」に改め，同号を同項第８号とし，同項第４号の次に次の３号を加える。 

   幼稚園型認定こども園から支給認定教育・保育を受ける満３歳以上保育認定子

ども（支給認定教育・保育を受ける日の属する年度の前年度の３月３１日におい

て４歳以上である者に限る。） 別表第５に掲げる額 

   幼稚園型認定こども園から支給認定教育・保育を受ける満３歳以上保育認定子

ども（支給認定教育・保育を受ける日の属する年度の前年度の３月３１日におい

て３歳であって，４歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に限

る。） 別表第６に掲げる額 

   幼稚園型認定こども園から支給認定教育・保育を受ける特定満３歳以上保育認

定子ども及び満３歳未満保育認定子ども 別表第７に掲げる額 

 第２条第２項第２号イ(ア)中「第７号」を「第１０号」に改め，同号イ(イ)中「第８号」

を「第１１号」に改める。 

 別表第１その他の世帯の項中 

「       「            

 10,400 4,600 9,100 4,600    10,100 4,600 9,100 4,600   「     

 12,300 5,300 10,100 5,100  を  10,100 5,000 10,100 5,000  に，  20,900 10,400  を 

 14,100 6,600 12,300 6,200    10,100 5,000 10,100 5,000      」  

     」       」       

９５



 

 

 

 別表第２その他の世帯の項中 

「                 

 26,600 27,600 28,600 29,500 30,500 31,500 32,400 13,300 13,300 13,900 14,000 14,200 14,400 14,400  
を 

 26,600 27,600 28,600 29,500 30,500 31,500 32,400 13,300 13,800 14,300 14,700 15,200 15,700 16,200  

               」  

「                 

 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 32,900 13,300 13,300 13,900 14,000 14,200 14,400 14,400  
に改 

 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 32,900 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,400  

               」  

める。 

 別表第３その他の世帯の項中 

「                 

 37,900 39,300 40,700 42,100 43,500 44,900 46,200 18,900 19,200 19,700 19,900 20,100 20,400 20,400   

 37,900 39,300 40,700 42,100 43,500 44,900 46,200 18,900 19,600 20,300 20,900 21,100 21,400 21,400  
を 

 37,900 39,300 40,700 42,100 43,500 44,900 46,200 18,900 19,600 20,300 21,000 21,400 21,600 21,600  

 37,900 39,300 40,700 42,100 43,500 44,900 46,200 18,900 19,600 20,300 21,000 21,700 22,400 23,100   

               」  

「                 

 38,500 39,900 41,300 42,700 44,100 45,500 46,900 19,200 19,200 19,700 19,900 20,100 20,400 20,400   

 38,500 39,900 41,300 42,700 44,100 45,500 46,900 19,200 19,900 20,600 20,900 21,100 21,400 21,400  
に改 

 38,500 39,900 41,300 42,700 44,100 45,500 46,900 19,200 19,900 20,600 21,200 21,400 21,600 21,600  

 38,500 39,900 41,300 42,700 44,100 45,500 46,900 19,200 19,900 20,600 21,300 22,000 22,700 23,400   

               」  

める。 

 別表第４その他の世帯の項中 

に改める。 

 別表第８その他の世帯の項中 

「                 

 21,200 10,600  に改める。 

   」              

「        「         

 74,700 77,400 80,100 82,900 85,600 88,300 91,000 を 75,700 78,400 81,200 84,000 86,700 89,500 92,200  

        」        」 



 別表第７その他の世帯の項中 

「                 

 32,500 33,700 35,000 36,200 37,400 38,600 39,700 16,200 16,500 16,900 17,100 17,200 17,500 17,500   

 32,500 33,700 35,000 36,200 37,400 38,600 39,700 16,200 16,800 17,400 17,900 18,100 18,400 18,400  
を 

 32,500 33,700 35,000 36,200 37,400 38,600 39,700 16,200 16,800 17,400 18,000 18,400 18,500 18,500  

 32,500 33,700 35,000 36,200 37,400 38,600 39,700 16,200 16,800 17,400 18,000 18,600 19,200 19,800   

               」  

「                 

 33,100 34,300 35,500 36,700 37,900 39,100 40,300 16,500 16,500 16,900 17,100 17,200 17,500 17,500   

 33,100 34,300 35,500 36,700 37,900 39,100 40,300 16,500 17,100 17,700 17,900 18,100 18,400 18,400  
に改 

 33,100 34,300 35,500 36,700 37,900 39,100 40,300 16,500 17,100 17,700 18,200 18,400 18,500 18,500  

 33,100 34,300 35,500 36,700 37,900 39,100 40,300 16,500 17,100 17,700 18,300 18,900 19,500 20,100   

               」  

め，同表を別表第１０とする。 

 別表第６その他の世帯の項中 

「                 

 22,800 23,700 24,500 25,300 26,200 27,000 27,800 11,400 11,400 11,900 12,000 12,200 12,300 12,300  
を 

 22,800 23,700 24,500 25,300 26,200 27,000 27,800 11,400 11,800 12,200 12,600 13,000 13,500 13,900  

               」  

「                 

 23,200 24,000 24,900 25,800 26,600 27,500 28,200 11,400 11,400 11,900 12,000 12,200 12,300 12,300  
に改 

 23,200 24,000 24,900 25,800 26,600 27,500 28,200 11,600 12,000 12,400 12,900 13,300 13,700 14,100  

               」  

め，同表を別表第９とする。 

 別表第５その他の世帯の項中 

「       「            

 8,900 3,900 7,800 3,900    8,600 3,900 7,800 3,900   「     

 10,500 4,500 8,600 4,300  を  8,600 4,300 8,600 4,300  に，  17,900 8,900  を 

 12,100 5,600 10,500 5,300    8,600 4,300 8,600 4,300      」  

     」       」       

「        

 18,200 9,100  に改め，同表を別表第１１とする。 

   」                



に改め，同表を別表第８とする。 

 別表第４の次に次の３表を加える。 

別表第５（第２条関係） 

世帯
区分 

基準年度の 
所得割課税 
額（年額） 
による区分 

利   用   者   負   担   額 

甲 乙 

ア イ ウ エ オ カ キ ア イ ウ エ オ カ キ 

非課 
税世 
帯 

 円

１，８００ 

円

１，８００ 

円

１，８００ 

円

１，９００ 

円

１，９００ 

円

１，９００ 

円

１，９００ 

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円 

 ０  

均等 
割課 
税世 
帯 

 
３，０００ ３，０００ ３，１００ ３，２００ ３，３００ ３，４００ ３，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ 

その
他の
世帯 

１円以上 
３４，９９９円以下 ４，４００ ４，６００ ４，７００ ４，９００ ５，１００ ５，３００ ５，３００ ２，２００ ２，３００ ２，３００ ２，４００ ２，５００ ２，６００ ２，６００ 

３５，０００円以上 
４１，９９９円以下 

４，８００ ５，０００ ５，１００ ５，３００ ５，４００ ５，６００ ５，７００ ２，４００ ２，５００ ２，５００ ２，６００ ２，７００ ２，８００ ２，８００ 

４２，０００円以上
４８，５９９円以下 

５，２００ ５，４００ ５，５００ ５，７００ ５，９００ ６，１００ ６，２００ ２，６００ ２，７００ ２，７００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

４８，６００円以上
５８，０９９円以下 ９，４００ ９，８００ １０，１００ １０，４００ １０，８００ １１，１００ １１，４００ ４，７００ ４，９００ ５，０００ ５，２００ ５，４００ ５，５００ ５，６００ 

５８，１００円以上
６７，５９９円以下 １０，３００ １０，７００ １１，１００ １１，４００ １１，８００ １２，２００ １２，６００ ５，１００ ５，３００ ５，５００ ５，７００ ５，９００ ６，１００ ６，３００ 

６７，６００円以上
７７，１００円以下 １２，６００ １３，１００ １３，７００ １４，０００ １４，５００ １５，０００ １５，３００ ６，３００ ６，５００ ６，８００ ７，０００ ７，２００ ７，５００ ７，６００ 

７７，１０１円以上
８６，９９９円以下 １４，３００ １４，８００ １５，４００ １５，９００ １６，４００ １６，９００ １７，４００ ７，１００ ７，４００ ７，７００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

８７，０００円以上
９６，９９９円以下 １５，４００ １６，０００ １６，５００ １７，１００ １７，６００ １８，２００ １８，６００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

９７，０００円以上
１０２，５９９円以下 １６，０００ １６，５００ １７，２００ １７，７００ １８，３００ １８，９００ １９，４００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

１０２，６００円以上 
１１０，８９９円以下 １８，６００ １９，４００ ２０，１００ ２０，８００ ２１，４００ ２２，１００ ２２，７００ ９，３００ ９，６００ １０，０００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１１０，９００円以上 
１２４，９９９円以下 ２０，１００ ２０，９００ ２１，５００ ２２，２００ ２３，０００ ２３，７００ ２４，４００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１２５，０００円以上 
１３８，５９９円以下 ２１，０００ ２１，８００ ２２，５００ ２３，４００ ２４，１００ ２４，８００ ２５，５００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１３８，６００円以上 
１６８，９９９円以下 ２３，２００ ２４，０００ ２４，８００ ２５，７００ ２６，５００ ２７，３００ ２８，２００ １１，５００ １２，０００ １２，４００ １２，８００ １３，１００ １３，３００ １３，３００ 

１６９，０００円以上 
１７４，５９９円以下 ２４，９００ ２５，８００ ２６，８００ ２７，７００ ２８，６００ ２９，５００ ３０，４００ １２，３００ １２，３００ １２，８００ １２，９００ １３，１００ １３，３００ １３，３００ 

１７４，６００円以上 ２４，９００ ２５，８００ ２６，８００ ２７，７００ ２８，６００ ２９，５００ ３０，４００ １２，４００ １２，９００ １３，４００ １３，８００ １４，３００ １４，７００ １５，１００ 

 備考１ 甲の欄は次のいずれにも該当しない場合について，乙の欄は次のいずれかに

「        「         

 51,700 53,700 55,700 57,600 59,600 61,500 63,500 を 52,400 54,400 56,400 58,300 60,300 62,300 64,400  

        」        」 



該当する場合について，それぞれ適用する。 

      利用者の保護者等についての基準年度の所得割課税額が７７，１００円以

下である場合において，その世帯に令第４条第４項に規定する要保護者等が

ある場合 

      利用者が令第１４条第１号又は第１４条の２第１項第１号に掲げる支給認

定子どもである場合 

   ２ １にかかわらず，利用者と同一世帯に第２条第２項第３号に掲げる児童が１

人ある場合にあっては，利用者のうち年長の順序に従って１人目の者について

乙の欄を適用し，その他の者については利用者負担額を零とする。 

   ３ ア欄からキ欄までは，それぞれ次に掲げる場合について適用する。 

      ア欄 保育の利用時間が８時間以下である場合 

      イ欄 保育の利用時間が８時間を超えて８時間３０分以下である場合 

      ウ欄 保育の利用時間が８時間３０分を超えて９時間以下である場合 

      エ欄 保育の利用時間が９時間を超えて９時間３０分以下である場合 

      オ欄 保育の利用時間が９時間３０分を超えて１０時間以下である場合 

      カ欄 保育の利用時間が１０時間を超えて１０時間３０分以下である場合 

      キ欄 保育の利用時間が１０時間３０分を超えて１１時間以下である場合 

   ４ １ に該当する場合において，基準年度の所得割課税額が４８，６００円以

上であるときにおける利用者負担額は，１及び２にかかわらず，ア欄からキ欄

までの区分に応じ，それぞれ次に掲げるとおりとする。 

      ア欄 ４，６００円 

      イ欄 ４，７００円 

      ウ欄 ４，９００円 

      エ欄 ５，１００円 

      オ欄 ５，３００円 

      カ欄 ５，４００円 

      キ欄 ５，５００円 

   ５ 「非課税世帯」とは，基準年度分の地方税法の規定による市町村民税を課さ

れている者のない世帯をいう。 

   ６ 「均等割課税世帯」とは，市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に



掲げる所得割を課されている者のない世帯（非課税世帯を除く。）をいう。 

別表第６（第２条関係） 

世帯
区分 

基準年度の 
所得割課税
額（年額）
による区分 

利   用   者   負   担   額 

甲 乙 

ア イ ウ エ オ カ キ ア イ ウ エ オ カ キ 

非課 
税世 
帯 

 
円 

１，９００ 

円

２，０００ 

円

２，０００ 

円

２，１００ 

円

２，２００ 

円

２，２００ 

円

２，２００ 

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

均等 
割課 
税世 
帯 

 ３，２００ ３，３００ ３，４００ ３，６００ ３，７００ ３，８００ ３，９００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ 

その
他の
世帯 

１円以上 
３４，９９９円以下 

５，０００ ５，２００ ５，４００ ５，５００ ５，７００ ５，９００ ６，０００ ２，５００ ２，６００ ２，７００ ２，７００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

３５，０００円以上 
４１，９９９円以下 

５，４００ ５，５００ ５，８００ ５，９００ ６，２００ ６，４００ ６，５００ ２，７００ ２，７００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

４２，０００円以上 
４８，５９９円以下 

５，５００ ５，８００ ６，０００ ６，２００ ６，５００ ６，６００ ６，７００ ２，７００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

４８，６００円以上 
５８，０９９円以下 

１０，７００ １１，１００ １１，４００ １１，８００ １２，２００ １２，６００ １２，９００ ５，３００ ５，３００ ５，４００ ５，４００ ５，５００ ５，６００ ５，６００ 

５８，１００円以上 
６７，５９９円以下 

１２，６００ １３，０００ １３，５００ １３，９００ １４，４００ １４，９００ １５，２００ ６，２００ ６，２００ ６，３００ ６，４００ ６，５００ ６，６００ ６，６００ 

６７，６００円以上 
７７，１００円以下 

１５，０００ １５，６００ １６，１００ １６，７００ １７，３００ １７，７００ １８，３００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

７７，１０１円以上 
８６，９９９円以下 

１７，１００ １７，６００ １８，３００ １８，９００ １９，６００ ２０，１００ ２０，７００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

８７，０００円以上 
９６，９９９円以下 

１７，６００ １８，３００ １８，９００ １９，５００ ２０，２００ ２０，９００ ２１，４００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

９７，０００円以上 
１０２，５９９円以下 

１８，０００ １８，７００ １９，４００ ２０，０００ ２０，７００ ２１，３００ ２２，０００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

１０２，６００円以上 
１１０，８９９円以下 

２２，８００ ２３，６００ ２４，５００ ２５，３００ ２６，１００ ２７，０００ ２７，７００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１１０，９００円以上 
１２４，９９９円以下 

２４，９００ ２５，８００ ２６，７００ ２７，６００ ２８，５００ ２９，４００ ３０，３００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１２５，０００円以上 
１３８，５９９円以下 

２５，９００ ２７，０００ ２７，８００ ２８，８００ ２９，７００ ３０，６００ ３１，５００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１３８，６００円以上 
１６８，９９９円以下 

２８，３００ ２９，４００ ３０，５００ ３１，５００ ３２，５００ ３３，５００ ３４，５００ １２，３００ １２，３００ １２，８００ １２，９００ １３，１００ １３，３００ １３，３００ 

１６９，０００円以上 
１７４，５９９円以下 

３４，５００ ３５，８００ ３７，１００ ３８，３００ ３９，６００ ４０，９００ ４２，１００ １２，３００ １２，３００ １２，８００ １２，９００ １３，１００ １３，３００ １３，３００ 

１７４，６００円以上 
３００，９９９円以下 

３５，５００ ３６，８００ ３８，１００ ３９，４００ ４０，７００ ４２，０００ ４３，３００ １７，７００ １７，７００ １８，２００ １８，４００ １８，６００ １８，８００ １８，８００ 

３０１，０００円以上 
３５７，９９９円以下 

３５，５００ ３６，８００ ３８，１００ ３９，４００ ４０，７００ ４２，０００ ４３，３００ １７，７００ １８，４００ １９，０００ １９，３００ １９，５００ １９，８００ １９，８００ 

３５８，０００円以上 
３９６，９９９円以下 

３５，５００ ３６，８００ ３８，１００ ３９，４００ ４０，７００ ４２，０００ ４３，３００ １７，７００ １８，４００ １９，０００ １９，６００ １９，８００ １９，９００ １９，９００ 

３９７，０００円以上 ３５，５００ ３６，８００ ３８，１００ ３９，４００ ４０，７００ ４２，０００ ４３，３００ １７，７００ １８，４００ １９，０００ １９，７００ ２０，３００ ２１，０００ ２１，６００ 

 備考１ 甲の欄は次のいずれにも該当しない場合について，乙の欄は次のいずれかに

該当する場合について，それぞれ適用する。 



      利用者の保護者等についての基準年度の所得割課税額が７７，１００円以

下である場合において，その世帯に令第４条第４項に規定する要保護者等が

ある場合 

      利用者が令第１４条第１号又は第１４条の２第１項第１号に掲げる支給認

定子どもである場合 

   ２ １にかかわらず，利用者と同一世帯に第２条第２項第３号に掲げる児童が１

人ある場合にあっては，利用者のうち年長の順序に従って１人目の者について

乙の欄を適用し，その他の者については利用者負担額を零とする。 

   ３ ア欄からキ欄までは，それぞれ次に掲げる場合について適用する。 

      ア欄 保育の利用時間が８時間以下である場合 

      イ欄 保育の利用時間が８時間を超えて８時間３０分以下である場合 

      ウ欄 保育の利用時間が８時間３０分を超えて９時間以下である場合 

      エ欄 保育の利用時間が９時間を超えて９時間３０分以下である場合 

      オ欄 保育の利用時間が９時間３０分を超えて１０時間以下である場合 

      カ欄 保育の利用時間が１０時間を超えて１０時間３０分以下である場合 

      キ欄 保育の利用時間が１０時間３０分を超えて１１時間以下である場合 

   ４ １(1)に該当する場合において，基準年度の所得割課税額が４８，６００円以

上であるときにおける利用者負担額は，１及び２にかかわらず，ア欄からキ欄

までの区分に応じ，それぞれ次に掲げるとおりとする。 

      ア欄 ４，６００円 

      イ欄 ４，７００円 

      ウ欄 ４，９００円 

      エ欄 ５，１００円 

      オ欄 ５，３００円 

      カ欄 ５，４００円 

      キ欄 ５，５００円 

   ５ 「非課税世帯」とは，基準年度分の地方税法の規定による市町村民税を課さ

れている者のない世帯をいう。 

   ６ 「均等割課税世帯」とは，市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に

掲げる所得割を課されている者のない世帯（非課税世帯を除く。）をいう。 



別表第７（第２条関係） 

世帯
区分 

基準年度の
所得割課税
額（年額）
による区分 

利   用   者   負   担   額 

甲 乙 

ア イ ウ エ オ カ キ ア イ ウ エ オ カ キ 

非課 
税世 
帯 

 
円

２，２００ 

円

２，３００ 

円

２，４００ 

円

２，５００ 

円 

２，６００ 

円

２，７００ 

円

２，７００ 

円

 ０  

円

 ０  

円 

 ０  

円

 ０  

円 

 ０  

円

 ０  

円

 ０  

均等 
割課 
税世 
帯 

 ３，５００ ３，７００ ３，８００ ３，９００ ４，１００ ４，２００ ４，２００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ １，６００ 

その
他の
世帯 

１円以上
３４，９９９円以下 ５，７００ ５，９００ ６，１００ ６，４００ ６，６００ ６，７００ ６，９００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

３５，０００円以上 
４１，９９９円以下 ６，３００ ６，６００ ６，８００ ７，０００ ７，２００ ７，５００ ７，７００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

４２，０００円以上 
４８，５９９円以下 ６，７００ ６，９００ ７，２００ ７，４００ ７，７００ ７，８００ ８，１００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

４８，６００円以上 
５８，０９９円以下 １１，８００ １２，３００ １２，７００ １３，１００ １３，６００ １４，０００ １４，４００ ５，３００ ５，３００ ５，４００ ５，４００ ５，５００ ５，６００ ５，６００ 

５８，１００円以上 
６７，５９９円以下 １５，２００ １５，７００ １６，２００ １６，９００ １７，４００ １８，０００ １８，５００ ６，２００ ６，２００ ６，３００ ６，４００ ６，５００ ６，６００ ６，６００ 

６７，６００円以上 
７７，１００円以下 １８，７００ １９，５００ ２０，０００ ２０，８００ ２１，４００ ２２，２００ ２２，８００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

７７，１０１円以上 
８６，９９９円以下 １９，６００ ２０，３００ ２１，０００ ２１，７００ ２２，４００ ２３，２００ ２３，８００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

８７，０００円以上 
９６，９９９円以下 ２０，５００ ２１，２００ ２２，０００ ２２，７００ ２３，５００ ２４，２００ ２４，９００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

９７，０００円以上 
１０２，５９９円以下 ２１，３００ ２２，２００ ２３，０００ ２３，７００ ２４，６００ ２５，３００ ２６，０００ ７，５００ ７，５００ ７，８００ ７，８００ ８，０００ ８，２００ ８，２００ 

１０２，６００円以上 
１１０，８９９円以下 ２６，９００ ２７，８００ ２８，８００ ２９，８００ ３０，８００ ３１，８００ ３２，７００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１１０，９００円以上 
１２４，９９９円以下 ２７，７００ ２８，８００ ２９，８００ ３０，７００ ３１，８００ ３２，９００ ３３，８００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１２５，０００円以上 
１３８，５９９円以下 ２８，５００ ２９，５００ ３０，６００ ３１，６００ ３２，７００ ３３，７００ ３４，７００ ９，６００ ９，６００ １０，１００ １０，２００ １０，５００ １０，７００ １０，７００ 

１３８，６００円以上 
１６８，９９９円以下 ３３，７００ ３５，０００ ３６，２００ ３７，４００ ３８，７００ ３９，９００ ４１，１００ １２，３００ １２，３００ １２，８００ １２，９００ １３，１００ １３，３００ １３，３００ 

１６９，０００円以上 
１７４，５９９円以下 ３９，０００ ４０，３００ ４１，７００ ４３，２００ ４４，６００ ４６，０００ ４７，３００ １２，３００ １２，３００ １２，８００ １２，９００ １３，１００ １３，３００ １３，３００ 

１７４，６００円以上 
２１１，２００円以下 ４４，５００ ４６，０００ ４７，６００ ４９，３００ ５０，９００ ５２，５００ ５４，１００ １７，７００ １７，７００ １８，２００ １８，４００ １８，６００ １８，８００ １８，８００ 

２１１，２０１円以上 
３００，９９９円以下 ４６，１００ ４７，６００ ４９，３００ ５１，０００ ５２，７００ ５４，４００ ５６，０００ １７，７００ １７，７００ １８，２００ １８，４００ １８，６００ １８，８００ １８，８００ 

３０１，０００円以上 
３５７，９９９円以下 ５３，０００ ５４，８００ ５６，９００ ５８，７００ ６０，７００ ６２，６００ ６４，５００ １８，６００ １８，６００ １９，１００ １９，３００ １９，５００ １９，８００ １９，８００ 

３５８，０００円以上 
３９６，９９９円以下 ５７，８００ ５９，９００ ６１，９００ ６４，１００ ６６，２００ ６８，４００ ７０，４００ １８，９００ １８，９００ １９，５００ １９，６００ １９，８００ １９，９００ １９，９００ 

３９７，０００円以上 ６９，９００ ７２，４００ ７４，９００ ７７，５００ ８０，０００ ８２，６００ ８５，１００ ２３，８００ ２３，８００ ２４，５００ ２４，６００ ２４，７００ ２５，０００ ２５，０００ 

 備考１ 甲の欄は次のいずれにも該当しない場合について，乙の欄は次のいずれかに



該当する場合について，それぞれ適用する。 

      利用者の保護者等についての基準年度の所得割課税額が７７，１００円以

下である場合において，その世帯に令第４条第４項に規定する要保護者等が

ある場合 

      利用者が令第１４条第１号又は第１４条の２第１項第１号に掲げる支給認

定子どもである場合 

   ２ １にかかわらず，利用者と同一世帯に第２条第２項第３号に掲げる児童が１

人ある場合にあっては，利用者のうち年長の順序に従って１人目の者について

乙の欄を適用し，その他の者については利用者負担額を零とする。 

   ３ ア欄からキ欄までは，それぞれ次に掲げる場合について適用する。 

      ア欄 保育の利用時間が８時間以下である場合 

      イ欄 保育の利用時間が８時間を超えて８時間３０分以下である場合 

      ウ欄 保育の利用時間が８時間３０分を超えて９時間以下である場合 

      エ欄 保育の利用時間が９時間を超えて９時間３０分以下である場合 

      オ欄 保育の利用時間が９時間３０分を超えて１０時間以下である場合 

      カ欄 保育の利用時間が１０時間を超えて１０時間３０分以下である場合 

      キ欄 保育の利用時間が１０時間３０分を超えて１１時間以下である場合 

   ４ 「非課税世帯」とは，基準年度分の地方税法の規定による市町村民税を課さ

れている者のない世帯をいう。 

   ５ 「均等割課税世帯」とは，市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に

掲げる所得割を課されている者のない世帯（非課税世帯を除く。）をいう。 

   附 則 

 この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 


